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独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 

北京事務所知的財産権部編 

 

※本資料は仮訳の部分を含みます。ジェトロでは情報・データ・解釈などをできる限り正

確に記するよう努力しておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェト

ロが保証するものではないことを予めご了承下さい。 
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国家工商行政管理総局令 

  第６６号 

「馳名商標の認定と保護に関する規定」は国家工商行政管理総局局務会議の審議で可

決した。ここに公表し、公表日より３０日後に施行する。 

   

  張茅局長 

  ２０１４年７月３日 

    

  馳名商標の認定と保護に関する規定 

    

  （２０１４年７月３日国家工商行政管理総局令第６６号により公表） 

    

第一条 馳名商標の認定業務を規範化し、馳名商標の保有者の合法的権益を保護する

ために、「中華人民共和国商標法」（以下「商標法」という。）、「中華人民共和国商

標法実施条例」（以下「実施条例」という。）に基づき、本規定を制定する。 

第二条 馳名商標は、中国において関連する公衆に熟知される商標である。 
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関連する公衆とは、商標で表示されるある種類の商品又は役務を使用する消費者、同

商品を生産し又は同役務を提供するその他の経営者、並びに取次販売ルートに係る販売

者と関係者等を含む。 

第三条 商標局、商標評審委員会は、当事者の申請と案件審査・処理の必要に基づき、

商標登録審査、商標争議処理及び工商行政管理部門による商標違法摘発事件における馳

名商標の認定と保護に責任を負う。 

第四条 馳名商標の認定は、案件ごとの個別認定、受動的保護という原則に従う。 

第五条 当事者は、商標法第三十三条の規定により商標局に異議を申し立て、かつ商

標法第十三条の規定により馳名商標保護を請求する場合、商標局に書面による馳名商標

保護を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出すること

ができる。 

第六条 当事者は、商標不登録審判案件及び無効宣告請求案件において、商標法第十

三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、商標評審委員会に書面による馳名商

標保護を請求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出するこ

とができる。 

第七条 馳名商標の保護にかかわる商標違法事件は、市（地、州）級以上の工商行政

管理部門が管轄する。当事者は、工商行政管理部門に商標違法行為の摘発を請求し、か

つ商標法第十三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、違法行為発生地の市

（地、州）級以上の工商行政管理部門に苦情を申し立て、書面による馳名商標保護を請

求し、その商標が馳名商標を構成することを証明する証拠資料を提出することができる。 
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第八条 当事者は、馳名商標の保護の請求にあたって、誠実信用の原則に従い、事実

及び提出する証拠資料の真実性について責任を負わなければならない。 

第九条 以下に掲げる資料は、商標法第十四条第一項の規定に合致することを証明す

る証拠資料とすることができる。 

（一）関連する公衆の当該商標に対する認知度を証明する資料。 

（二）当該商標の持続的な使用期間を証明する資料。例えば、当該商標の使用、登録

の履歴と範囲を証明する資料。当該商標が未登録商標である場合、その持続的な使用期

間が５年を下回らないことを証明する資料を提供しなければならない。当該商標が登録

商標である場合、その登録期間が３年を下回らない、又は持続的な使用期間が５年を下

回らないことを証明する資料を提供しなければならない。 

 （三）当該商標のあらゆる宣伝業務の持続期間、程度及び地理的範囲を証明する資料。

例えば、過去３年間の広告宣伝と販売促進活動の方法、地域範囲、広告媒体の種類及び

広告宣伝費等の資料。 

 （四）当該商標が中国又は他の国・地域で馳名商標として保護されたことを証明する

資料。 

（五）当該商標が馳名であることを証明するその他の証拠資料。例えば、当該商標を

使用した主要商品の過去３年間の販売収入、市場シェア、純利益、納税額、販売地域等

の資料。 

前項にいう「３年間」、「５年間」とは、被異議申立商標の登録出願日、被無効宣告

請求商標の登録出願日以前の３年間、５年間と、商標違法摘発事件においては、馳名商

標保護の請求の申立日以前の３年間、５年間をいう。 
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第十条 当事者は、本規定の第五条、第六条の規定により馳名商標保護の請求を申し

立てた場合、商標局、商標評審委員会は、商標法第三十五条、第三十七条、第四十五条

に定められる期限内に、速やかに処理しなければならない。 

第十一条 当事者は、本規定第七条の規定により工商行政管理部門に商標違法行為の

摘発を請求する場合、工商行政管理部門は苦情申立資料を審査し、「工商行政管理機関

行政処罰手続きの規定」の関連規定により立件するかどうかを決定しなければならない。

立件が決定される場合、工商行政管理部門は、当事者から提出される馳名商標保護の請

求及び関連証拠資料が、商標法第十三条、第十四条、実施条例第三条及び本規定第九条

の規定に合致するものかどうかについて基本的な確認、審査を行わなければならない。

基本的な審査の結果、規定に合致している場合、立件した日より３０日以内に、馳名商

標の認定伺いと案件資料の副本を併せて上級の工商行政管理部門に報告、送付しなけれ

ばならない。審査した結果、規定に合致しない場合、「工商行政管理機関行政処罰手続

きの規定」の規定により、速やかに処理しなければならない。 

第十二条 省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門は、本管轄区域内の市（地、州）

級の工商行政管理部門が報告・送付した馳名商標の認定に関する資料が、商標法第十三

条、第十四条、実施条例第三条及び本規定第九条の規定に合致するものかどうかについ

て確認、審査しなければならない。確認・審査した結果、規定に合致している場合、馳

名商標の認定に関する資料を受領した日より３０日以内に、馳名商標の認定伺いと案件

資料の副本を併せて商標局に報告、送付しなければならない。審査した結果、規定に合

致しない場合、関連資料を当初の立件機関に差し戻し、「工商行政管理機関行政処罰手

続きの規定」の規定により速やかに処理させなければならない。 
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第十三条 商標局、商標評審委員会は、馳名商標の認定にあたって、商標法第十四条

第一項と本規定第九条に記載する各要件を総合的に考慮しなければならない。ただし、

全ての要件を満たすことが前提ではない。 

商標局、商標評審委員会が馳名商標の認定にあたって、地方の工商行政管理部門によ

る関係状況の確認が必要な場合、関連の地方工商行政管理部門は協力をしなければなら

ない。 

第十四条 商標局は、省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門が報告、送付した馳

名商標の認定に関する資料を審査した結果、馳名商標を構成すると認定した場合、伺い

を報告、送付した省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に対し、認定の回答を行わ

なければならない。 

立件した工商行政管理部門は、商標局が認定の回答を行った日より６０日以内に、法

により処理し、行政処罰決定書の写しを所在地の省（自治区、直轄市）の工商行政管理

部門に送付しなければならない。省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門は、行政処

罰決定書の写しを受領した日より３０日以内に、事件の処理状況及び行政処罰決定書の

副本を商標局に報告、送付しなければならない。 

第十五条 各級の工商行政管理部門は、商標登録と管理の業務において、馳名商標に

対する保護を強化し、権利者と消費者の合法的権益を保護しなければならない。商標違

法行為が犯罪に及ぶ場合、事件を速やかに司法機関に移送しなければならない。 

第十六条 商標登録審査、商標争議処理及び工商行政管理部門による商標違法摘発事

件において、当事者は、商標法第十三条の規定により馳名商標の保護を請求する場合、

当該商標がわが国で馳名商標として保護された記録を提供することができる。 
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当事者の請求する馳名商標の保護範囲が馳名商標として保護された範囲と基本的に

同様であって、かつ、相手当事者が当該商標の馳名性について異議がない、又は異議が

あるが、異議の理由と提供している証拠では該異議が成り立たない場合には、商標局、

商標評審委員会、商標違法事件立件部門は、当該保護記録に基づき、関連証拠と結び付

けて、該商標に馳名商標保護を与えることができる。 

第十七条 商標違法事件において、当事者が事件において虚偽を弄し又は虚偽の証拠

資料を提供する等不正な手段で、馳名商標の保護を騙し取った場合、商標局は、係争商

標について既に行われた認定を取り消すとともに、馳名商標の認定伺いを報告、送付し

てきた省（自治区、直轄市）の工商行政管理部門に通知する。 

第十八条 地方の工商行政管理部門は、本規定第十一条、第十二条の規定に違反して

馳名商標の認定に関する資料への確認・審査の職責を履行せず、又は本規定第十三条第

二項の規定に違反して協力せず若しくは確認の職責を履行せず、又は本規定第十四条第

二項の規定に違反して期限を過ぎても商標違法事件を処理せず若しくは処理の状況を

報告、送付しなかった場合、一級上の工商行政管理部門は、通達を行い、是正を命ずる。 

第十九条 各級の工商行政管理部門は、馳名商標認定業務に係る監督検査制度を構築

し、健全化させなければならない。 

第二十条 馳名商標の認定・保護業務に関与する職員は、職務を怠り、職権を濫用し、

情実にとらわれて不正行為を行い、馳名商標の認定を違法に行い、当事者から財物を受

け取り、不正な利益をむさぼったときは、関連規定により処理する。 
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第二十一条 本規定は、公表日から３０日後に施行する。２００３年４月１７日付け

で国家工商行政管理総局が公表した「馳名商標の認定と保護に関する規定」は同時に廃

止する。 

 

 

 

出所：国家工商行政管理総局ウェブサイト 

http://www.saic.gov.cn/zcfg/xzgzjgfxwj/fgs/201407/t20140710_146643.html 

http://www.saic.gov.cn/zcfg/xzgzjgfxwj/fgs/201407/t20140710_146643.html

